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衆
議
院
議
員
馳
浩
君
提
出
た
ば
こ
税
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
度
の
税
制
改
正
に
よ
る
増
減
収
見
込
額
（
初
年
度
）
の
計
算
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
の

国
及
び
地
方
の
た
ば
こ
税
の
税
率
引
上
げ
（
以
下
「
今
回
の
税
率
引
上
げ
」
と
い
う
。
）
に
伴
い
、
平
成
二
十
二
年
度
の
製

造
た
ば
こ
の
課
税
見
込
数
量
に
つ
い
て
は
約
二
百
五
十
億
本
の
減
少
を
見
込
ん
で
お
り
、
ま
た
、
国
及
び
地
方
の
た
ば
こ
税

の
税
収
に
つ
い
て
は
八
百
三
十
六
億
円
の
増
収
を
見
込
ん
で
い
る
。

今
回
の
税
率
引
上
げ
に
伴
う
喫
煙
人
口
の
変
化
の
見
通
し
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
試
算
し
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

今
回
の
税
率
引
上
げ
は
、
「
平
成
二
十
二
年
度
税
制
改
正
大
綱
」
（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日
閣
議
決
定
）
で
示

し
た
「
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
健
康
の
観
点
か
ら
、
た
ば
こ
の
消
費
を
抑
制
す
る
た
め
、
将
来
に
向
か
っ
て
、
税

率
を
引
き
上
げ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
」
と
の
方
針
に
沿
っ
て
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
度
の
税
制
改
正
に
よ
る
増
減
収
見
込
額
の
計
算
に
お
い
て
は
、
今
回
の
税
率
引
上
げ
に
伴
い
、
国
及
び
地

一



方
の
た
ば
こ
税
の
税
収
は
、
初
年
度
に
あ
っ
て
は
八
百
三
十
六
億
円
の
増
収
を
、
平
年
度
に
あ
っ
て
は
二
千
六
十
五
億
円
の

増
収
を
見
込
ん
で
い
る
。

将
来
的
な
た
ば
こ
税
の
負
担
水
準
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
「
平
成
二
十
三
年
度
税
制
改
正
大
綱
」
（
平
成
二
十
二
年
十

二
月
十
六
日
閣
議
決
定
）
で
示
し
た
「
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
健
康
の
観
点
か
ら
、
た
ば
こ
の
消
費
を
抑
制
す
る

た
め
、
将
来
に
向
か
っ
て
、
税
率
を
引
き
上
げ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
・
・
・
平
成
二
十
四
年
度
税
制
改
正
以
降
の
税

率
引
上
げ
に
あ
た
っ
て
は
、
た
ば
こ
の
消
費
や
税
収
、
葉
た
ば
こ
農
家
、
小
売
店
、
製
造
者
等
に
及
ぼ
す
影
響
等
を
十
分
に

見
極
め
た
上
で
判
断
し
て
い
き
ま
す
。
」
と
の
方
針
に
沿
っ
て
、
今
後
、
総
合
的
に
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

今
回
の
税
率
引
上
げ
が
た
ば
こ
耕
作
農
家
や
た
ば
こ
小
売
店
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
見
極
め
を
行
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

「
平
成
二
十
三
年
度
税
制
改
正
大
綱
」
に
お
い
て
は
、
「
平
成
二
十
四
年
度
税
制
改
正
以
降
の
税
率
引
上
げ
に
あ
た
っ
て

は
、
た
ば
こ
の
消
費
や
税
収
、
葉
た
ば
こ
農
家
、
小
売
店
、
製
造
者
等
に
及
ぼ
す
影
響
等
を
十
分
に
見
極
め
た
上
で
判
断
し

二



て
い
き
ま
す
。
そ
の
過
程
で
、
た
ば
こ
法
制
に
つ
い
て
、
現
行
の
た
ば
こ
事
業
法
を
改
廃
し
、
た
ば
こ
事
業
の
あ
り
方
に
つ

い
て
、
上
記
の
た
ば
こ
関
係
者
の
生
活
や
事
業
の
将
来
像
を
見
据
え
て
、
新
た
な
枠
組
み
の
構
築
を
目
指
す
こ
と
と
し
ま

す
。
」
と
し
て
お
り
、
そ
の
検
討
の
中
で
判
断
し
て
ま
い
り
た
い
。

七
に
つ
い
て

国
及
び
地
方
の
た
ば
こ
税
の
税
収
に
つ
い
て
は
、
資
源
の
適
正
な
配
分
等
の
観
点
か
ら
、
引
き
続
き
、
納
税
者
の
理
解
を

得
つ
つ
、
一
般
財
源
と
し
て
活
用
し
て
い
く
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三


